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｢六諭桁義大意」についての教育思想史的考察

Acomparativestudyoftheeducatioｎａｌｉｄｅａｓ

ｏｆ‘`Rikuyu-Engi”ａｎｄ“Rikuyu-Engi-Taii，,

角田多加雄
、zﾉｾａｏＳｚ”zｊｕｎ

ThebeginningofRikuyu（LiuYu,sixadmonitions）ｉstraceabletotheearlyMmgdynasty・

ＢｕｔｉｔｒｅａｌｌｙｂｅｃａｍｅｖａｌｉｄａｓｍｏｒａｌｌｅｓｓｏｎｓｉｎｔｈｅｌａｔｅＭｉｎｇｅｒａ，ｗｈｉｃｈｗａｓａｒｅｓｕｌｔｏｆｔｈｅ

ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆＷａｎｇＹａｎＭｉｎｇ，sConfucianism、Thetextbookcalled‘Ｒｉｋｕｙｕ－Ｅｎｇｉ''，

writtenbyFanHong，stressedtheeducationalimportancｅｏｆＲｉｋｕｙｕａｎｄｐｌａｙｅｄａｐａｓｓｉｖｅ

ｒｏｌｅｉｎｔｈｅｒｕｒａｌａｒｅａｉｎＣｈｉｎａ・Ａ１ｔｈｏｕｇｈｔｈｅｒｅｉｓｎｏｗａｙｏｆｋｎｏｗｉｎｇｗｈａｔｈｅｗａｓａｎｄ

ｗｈｅｎｈｅｗｒｏｔｅｔｈｉｓｂｏｏｋ・ｔｈｅｒｅｉｓｎｏｄｏｕｂｔｔｈａｔｔｈｉｓｂｏｏｋｗａｓｉｎｌｌｕｅｎｃｅｄｂｙｔｈｅｐｈｉｌｏｓｏｐｈｙ
ｏｆＷａｎｇYanMing

TheJapaneseversionof“Rikuyu-Engi'，,called“Rikuyu-Engi-Taii，'，isdecidedlyoutside

theintellectualtraditionofWang,sConfucianism・Thistextbookwasadoptedbythe

JapaneseBakufu（government）intheeighteenthcenturyandwastranslatedbytheNeo‐

confucianistMuroKyUs5・Thisprocessoltranslationrevealsol1etypicalwaythathow

Japaneseadoptedforeignculture．

のか，いいかえれば内容分析による「六諭行義大意」の

教育思想史上の位置づけ，という問題があった。それゆ

え小論においては，この点を中心に，「六諭桁義大意」

のテキストの分析を行うことによって，考察していきた

いと考えている。

さらに，この分析において重要となるのは，この「六

諭桁溌大意」の原型である「六諭｣，およびその解説版

である，いわゆる花鉱版「六諭行義」の存在である。そ

れゆえ，まず，「六諭行義大意」の成立までの歴史的経

緯を検討し，歴史的文脈のなかでのこれらのテキストの

位置を考察してその上で，「六諭行義大意」をそれらと

比較して分析するという方法をとりたいと思う。その

際，小論においては，上述の各テキストを，できうるか

ぎりその原文と文脈にそって述べていきたいと考えてい

る。

まえがき

「六諭桁義大意」は，十八世紀の初頭，享保期に成立

し，それ以降，近世中後期を通して庶民教化を目的とし

て，多くの版をかさね，きわめて広範囲に普及した教訓

書である。だが，この苫が重要である理由はこのことの

みにとどまらない。「六諭桁義大意」は，ｎ本教育史上，

まだ「体系的」とまではいえないが，庶民をその視野に

入れ，直接の対象としたはじめての「上から」の教育政

策のなかで出版された書物なのである。

ところで，これまでに，この「六諭行義大意」に関す

る著者や論文は数多く発表されてきたが，そのなかの記

述については，必ずしも統一的なものがみられなかっ

た。この点についてはさらに実証的な調査が必要である

と考えているが，筆者も他の場所でその部分的な結果を

示したことがある｡(注）そして，そこで残された課題の

一つに，享保改革期の教育政策のなかで，この「六諭行

義大意」がどのような思想的位置をしめるものであった

第一章六諭の成立から和訳まで

周知のごとく，｢六諭行義大意」の原型である「六諭｣，
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すなわち「孝順父母、尊敬長上,和睦郷里｡教訓子孫，

各安生理，母作非為」の六条目が成立したのは明の太祖

朱元章が，洪武三十一年(1398)に頒布した「教民傍文」

においてであった。ところで，明代初期の農村統治の基

本形態は里甲制であったが，これは隣接する土地所有者

110戸を－里とし，そのうち里長戸１０戸を除いた100戸

を十甲に分けるという編成で組織された，税役徴収およ

)び共同体的機能を強化するための機能をもった制度であ

る。この里甲制のなかで，「六諭」は，「教民祷文」に示

されているごとく，里内の老人などが毎月六回，木鰹を

ならして，里内を巡り唱えるものと規定されていた。し

たがって，明初における里甲制下での「六諭」とは，こ

の農村統治形態を補完するものにほかならないものであ

ったといえるだろう。だが、明も中期以降となると，こ

の里甲制の解体過程が進象，それにつれて，それにつれ

て「六諭」も，家訓などのかたちで維持されつつも，全

般的には衰退の方向をたどっていったのである。

一方，明代中期以降，農民反乱の多発に見られるよう

な，この里甲制支配の解体過程における危機感を背景と

して，王陽明らによる陽明学がおこってきたが，この陽

明学派において，従来の郷村の再編成という農村統治の

方法として出てきたのが郷約であった。農村における，

この郷約による教化活動の展開のなかで，清朝順治九年

(1659)の１１個治帝による「六諭臥碑文」の頒布という事態

をふまえて成立したのが，萢砿版「六諭術義」であると

考えられる。この間，政権は明からiiUjへと移行するわけ

だが，政権における正統的イデオロギーはどちらも朱子

学であった。だが，この萢鉱版「六諭桁義」は，むしろ

陽明学的文脈から生まれてきたものであると考えられる

点に注目しなければならない。

このようにして成立した「六諭行義」は，次に琉球へ

渡ることになるのだが，この時，重要な役割をはたした

のが琉球の朱子学者程順則(1663-1734)であった。この

程順則が中国留学の際，師であった儒者，竺天植の机上

に見い出したのが萢鐘版「六諭荷義」であり，彼はこれ

を道徳的教化および中国語の学習のために福州において

復刻出版し，琉球での教育において役立てた。このうち

の一巻が，正徳五年(1715)の，いわゆる「江戸上り」の

際に薩摩の島津氏に献上され，さらに,その「六諭桁義」

が島津氏より徳川吉宗へと献上されることになったので

ある。当時，政治的改革を推し進めていた吉宗はこの書

に注目し，和訳の命を室鳩巣に下し，「六諭行義大意」

が，享保七年四月（1722）出版された。以上が「六諭街

義大意」成立までの大まかな歴史的経緯である。

さて，これから「六諭術義」および「六諭術義大意」

の分析に入っていくわけだが，そのまえに筆者が分析対

象としているテキストについて若干説明しておこう。萢

鉱版「六諭行義」については，慶応義塾大学図書館所蔵

｢官刻六諭桁義」を用いた。これは享保六年十一月に出

版されたもので，全編にわたって荻生但採による訓点の

つけられた，いわゆる「沮擁本」である。また，「六諭

荷義大意」については諸本さまざま出ているが，本稿に

おいては読者の便も考噸に入れて，『近世町人思想』（日

本思想体系59，岩波書店，1975年）に拠った。この底本

となっているのは，東京都立中央図書館所蔵の享保七年

八月出版の，いわゆる洛陽版，－巻本（全四十一丁）で

ある，

第二章「六諭行義」の分析

まず,萢銃版「六諭桁義」の分析に入るわけであるが，

筆者が分析の対象にしているのはいま述べた，いわゆる

祖採版「六諭術義」である。この書の構成について記し

ておく。まず序文が荻生但採によるもの，竺天植による

もの，萢銃によるものと続き，本文テキストに入る。最

後に萢鉱による阪文，程順則による阪文がついている。

したがって程順則出版以前の形態をそのまま残し，その

前後に後人の序文あるいは敏文がついたと思われるがゆ

えにここで分析対象とすることが可能なのである。

また，「六諭」は言うまでもなく六つの条目から成り

立っているわけであるが，本論においては字数の関係

上，第一条の「孝順父母」および第四条の「教訓子孫」

の二つをとりあげて考察したい。理由は，この二つの条

目が家族倫理のもっとも基本的な要素を扱かつたもので

あると同時に，教育史研究上重要な要素を含んでいると

考えるからである。だが,》論の展開上，必要な場合は他

の条目にもふれる。

Ａ・内容の分析

「六諭行義」の「孝順父母」の条目における本文テキ

ストは「聖諭ノ第一條二曰ク父母二孝順ナレト」という

書き出しではじまる。（残りの条目も同様である｡）以

下｝この本文テキストの要約をその文脈にそってみて桑

よう。

世間ニ在リテ貴賎賢愚ヲ論ズルコトナクイズレヒトリ

ガ父母生成スルナラザラソ

イカンセン孝順ハ少ク不孝順ハ多キコトヲコレナニユ

ヘゾ

ニレ他ノ性中二拳11頂ﾉ良心有ルロトナキナラズ只コレ
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この具体的内容についてはきわめて詳しく書かれてい

るが，それは「貧富貴賎自不同アリ各人自己ノカ量二随

テ自己ノ家私二鯉セ」て行えばよいのである。

また，むかしから「天下是ナラザル父母ナシ」という

ごとく，父母ノ是非などは間うてはならない。

職損日久シクシテ人ノ夢中ニ在ルヲ人ノ他ヲ叫醒スナ

キガゴトシ

要するに人間として親から生まれない者はいないにも

かかわらず，世間には拳１１個ならざる者が多い。この原因

はその人の孝順の「良心」が自覚されていないからであ

る。次に父母の愛と苦労についてかなり詳しく書かられ

ている。

古人ノ云う父慈ナラズトイヘドモ子モツテ孝ナラザラ

ンコトアルペカラズ

たとえ愛情を示してくれないと思えるような父でも，

子たるもの孝をつくさなければならない。

さらに親の死後においても，

試二想へ父母十月懐胎三年乳哺，多少ノ銀難ヲ受了シ

多少ノ驚伯ヲ婚了シ乾二偶シ湿二就キ出入提携シ，児

子些カノ疾病アレパ父母トナルハ神二祈り医ヲ求〆身

ヲモツテ替代スルコトヲ得ザランコトヲ根ム。イマダ

カツテ飯ヲ奥ズシテ児織ソコトヲ伯し，イマダカツテ

衣ヲ芽ズ先児冷ンコトヲ愁フ。長大成人ニオヨンデハ

スナハチ定親婚姿，児子門ヲ出デテ遠行スレパ心ヲ牽

キ意二掛ク。ハヤク去り遅ク来レパドヨニ筒テ懸望ス。

一生ノ経営計算イズレノー時イズレノー件ガコレ児子

ノタメニスル心腸ナラザラソ。

択
ノ
ヲ
當
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目
・

シ
ハ
ス

諸
テ
要

求
至
ヲ

ヲ
一
一
心

師
真
真

地
祭
ノ

ノ
・
慕

明
ョ
哀

高
セ
誠

〈
埋
至

テ
葬
ノ

至
テ
点

一
一
ジ
ー

後
乗
ク

テ
ニ
全

シ
侍
り

亡
ヒ
ア

母
貿
理

父
ピ
道

タトヒ年深クロ久クモスペカラク子孫ヲ帯シテ春秋祭

締ス常常父母ヲ思念シ死二事ルコト生二事ルガ如クナ

ル足し真心孝順ノ児子ナリ。

と，生前とＭじ気持ちで敬うよう説いている。

そして最後に，「孝順ハ足し第一等ノ善事，不孝順ハ

コレ第一等ノ悪事」としめくくっている。このすぐあと

に，「孝順父母」に違反した場合の「律令」を十ケ条列

挙し，その次に拳|順なる者と拳11個ならざる者に関する具

体的人物の登場する故事をあげ，さらに本文の内容を要

約した内容の詩をつけている。

一方，子どものほうはどうかといえば，生まれたばか

り方ときは－時も親のそばをはなれることができない。

そして半年一年もたてば親をみて安心して喜ぶようにな

る。さらに，

三四才ヨリ以テ十四五才二至ルマデ磯レパスナヘチ父

母二向テ食ヲ要〆寒ケレパスナハチ父母二向テ衣ヲ要

ム。以前ノ時節ハ人人皆父母ヲ親愛スルコトヲ知ル 次に，第四の条目である「教訓子孫」のテキスト内容

を分析してみよう。第一条と同じく「聖諭ノ第四條二日

夕子孫ヲ教訓セヨト」という導入ではじまる。生まれてから十四五才ぐらいまでの子どもの時には，

いわば本能的に親を愛することを知っているものなので

ある。 子孫ヲ教訓スルハ几ソ人家宗祀ヲ接続シ家業ヲ保守シ

名ヲ場ゲ親ヲ顕シ前ヲ光シ後ヲ獺カスルコトハ全ク子

孫ノ身上二寡在ス。子孫費ナレバスナハチ家道昌盛ナ

リ子孫賢ナラザレパスナハチ家道消敗ス。コレハ眼前

見易ク人人知ルコトナリ。大家小戸ヲ論ズルコトナク

誰力子孫ヲ重ソズルコトヲ知ラザラソ。誰力子孫賢ナ

レト想ハザラン。シカレドモ子孫費ナル者'､少夕賢ナ

ラザル者多キハコレイカナルワケゾ。

姐婦ヲ姿了スルニ至ルー及ペパスナハチ父母トー層ヲ

隔了ス児子ヲ生了スレパ眼前二許多ノ思愛ヲ添了ス

ところが，結婚し子どもが生まれるころになると，そ

の本能的な愛もだんだん弱くなってしまい，愛情が妻子

へとむかうようになる。このような人はまさに「良心」

が死んでしまっているのではないだろうか，という。

さて，「父母二孝順ナレ」ということには二つの要素

がある。

と，子孫を重んじ，賢くあれと願うことは親の自然な心

情であるとする。だが現実には必ずしも親の思うように

はならない。

一二,､父母ノ身ヲ饗ソコトヲ要シーニハ父母ノ心ヲ安

ソゼソコトヲ要ス。～ コレハ他ノ父祖トナルモノ子孫ヲ愛惜セザルニアラ
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ズ。マサニコレ子孫ヲ愛惜スレドモ愛惜スル所以ノ道

ヲ知ラザルユヘニ婚俣壊了ス。

ラヨソナスペキコトトナスベカラザルコトトハ他卜時

時講諭セパ１１然二聴キ従ハセンガ如シ。聴従セズンバ

責治ヲカロンコトヲ要ス。

つまり，その「道」が理解されていないのである。で

は，その「道」とはどのようなものか。

力

教訂11ノー字一時モ少キ得ズ

最後に，子孫が賢いかそうでないかは考えておく必要

がある。この際，役人となるかならないかは全く問題に

ならない。Ｈ１]脳は子どもの資質なのである。

「教訓」ということをけっして忘れてはならない。こ

れこそが「愛惜ノ道」なのである。古くから「胎教」と

いうものがなされ，それによってりっぱな子が生まれ

る。幼いときは右手の使い方や，話し方を教え，六七才

になれば生活態度を正しくさせる。さらに八才で小学に

入れば，「澱掃応対進退之節礼楽射御書数之杏」を教え，

十五才で大学に入れば「明理正心修己治人之道」を教え

る。これは男子についてだが，女子の方はといえば，十

才の時より，家庭内で「針指紡織之法裁剪衣服之道」を

教え，「言語容貌トモニ温恭柔順ナランコトヲ」教える

ことが必要であるとされる。

子どもには苦労もさせる必要がある。これも真正に子

孫を愛惜する方法なのである。ところが子どもは甘やか

せて育てがちである。この傾向は年とって子どもをもっ

た場合によくあることである。また，教える者が，子ど

もの栄誉や利益を得ることのみを目的としてしまっても

うまくいかない。だが，これらの問題は子どもの責任と

することはできない。

子孫ノ資質聰明ニシテモツテ書ヲ説ムモノアラパ端方

厳正ノ先生ヲ請へテ聖賢ノ道理ヲ把テ実実二他ヲ教導

セソコトヲ要ス。

若シ気質愚鈍ニシテ書ヲ読コトアタハザルモノハ他二

正経ノ生理ヲ教ヘヨ。農トナルモマタ可ナリ，エトナ

ルモマタ可ナリ，商売トナルモマタ可ナリ。

要するに，子どもの資質にあわせて「教訓」すること

が大切なのである。だが，そのための股もよい方法はや

はり「読書」である。

他二宮ヲ読ミ理ヲ明ニスルコトヲ教ルコレ第一ノ緊事

ナリ。

Ｂ，教育思想史上の位置づけ

以上が「六諭桁義」の内容であるが，まず，その特徴

について簡単に述べておきたい。

第一に，きわめて強い危機意識が染られるということ

である。その序に，

全クコレ子孫不肖ノ罪ナラズ，コレ当初教訓スルノ差

ナリ 向キー能ク週廠二週キ老人アリテ間'､二木鐸クリ。郷

約ノ長ヲ設立スル所以任至テ重ケレパナリ。近来設ク

ル所蜜夢スナハチ設クルモ亦イマダj、ク郷村二及プコ

トアタハズ。

はじめにきちんと教えるかどうかが問題なのである。こ

の点では女子の教育についても同様である。

とあるように，郷村における教育活動の衰退に危機感を

いだいて出されたものであり，しかも，その背景には，

後述のように深刻な危機的社会的情勢があるのである。

第二に，記述がきわめて具体的，かつ詳細におよんだ

ものである。

第三に，突川]的な内容をもったものであるということ

だ。記述が家族関係の具体的な点にまでおよんでいるた

めに，現実の教化活動において理解させることが容易で

あろうと思われる。と同時に，本文テキスト末につけら

れている罰則規定も詳細に書かれているために，法律的

規定としても適応が容易であっただろう。

第四に，言語の問題であるが，筆者にはまだそれを正

愛二溺レテ教訓ヲ知ラザル者'､，コレ子孫ヲ愛スルニ

アラズ。スナハチコレ子孫ヲ害スルナリ。知ランコト

ヲ要ス。子孫ヲ教訓スルコトハ全夕幼年ノ時候二在ル

コトヲ。常ニイフ娘ヲ初来二教ヘヨ，子を嬰咳二教へ

ヨト。コノ時童心イマダ喪ナハズ習染イマダ深カラズ

ヲ趙テ正二他ヲ引クニ好シ･

つまり，外的な影響を受けていない幼い時から教育せ

よというわけである。そして，その「教訓」の内容は

｢六言」（すなわち「六諭｣）で十分であると説く。

こうしたことは子どもに時々話すことによって自然と

理解させる必要がある。
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っているが，筆者がここで注目しておきたいのは羅近渓

(1515-1588）という人物である。羅近溪の思想を一言で

表現するならば，「赤子の心の哲学」であろう。彼は，

陽明の「良知説」を発展させ，万人が平等に，かつ普遍

的にあっている「赤子の心」説を出発点として，民衆に

おけるその自律的自覚を求めて，各地の農民をはじめと

する庶民階隔に対して自説を説いてまわったのである。

だが，この羅近溪の社会的実践のねらいも，明代後期の

社会的危機にたいして，民衆における「赤子の心」の自

覚を促すことにより，不必要な対立を解消し，階燗分化

以前の本来の郷村的倫理形態の回復を実現することにあ

ったのではないだろうか。そして，彼が郷村遊説の際，

その手段として用いたのが，郷約としての「六iilIi」であ

ったわけである。「羅近溪墓誌銘」によれば，その効果

は「郷約ヲ立テ講規ヲ筋へ聖諭六言ヲ敷演シ，倦倦ト

シテ人二勉ムルニ孝弟ヲ以テ先卜ナス。之ヲ行うコト碁

月ニシテ，賦日に完久訟日に簡二，間間ノ頌聾・蔓司

ノ聴疏籍籍クリ」と記されている。

以上が明代中後期の思想的状況であるが，これを述べ

た理由は，「六諭行義」の著者萢鑓が明らかに陽明学派，

とりわけ陽明学左派の思想的影響を受けた人物であると

考えられるからである。残念ながら，現段階ではこの萢

鉱という人物およびその思想については断定的な判断を

下せないわけであるが，「六諭桁義」のテキストを分析

していくと，今後ある程度の限定が可能なのではないだ

ろうか。

さて，その萢鉱版「六諭街義」において思想的影響が

もっとも明らかに示されているのは，第一に，阪文にお

ける「良心」という語の強調であろう。「余今特ニコノ

編ヲ刻テ総テ良心ノー字を提出シテ以テ従来学ヲ講ズル

ノ旨ヲ括ル」と，郷約による教化とこの書の出版の目的

を「良心」という語に集約させている。さらに，「学問

ノ道ソノ放心ヲ求〆心を欺カズ理二連ハズンパスナハチ

明新止善モ何ソ知り難ク能クシ難クコレ有スユヘニコノ

挙也，以テ人二学ヲ勧ムルナリ。然しドモ此ヲ匠テ識ズ

ルコト勿ズンペ以テソノ良心ヲ提醒シテソノ事理ヲ商確

スルコトナシ」と述べ，学問の目的がまさに「良心」の

党WNであるとしている。こうした表現のうちにさきに述

べた陽明学左派的な思想形態の影響を認めることは無理

なことではないと思う。ところで,陽明における「良知」

が，この「六諭桁義」において「良心」となっている点

が問題となりうるであろう。清代に書かれた『明儒学

案』巻三十四において，さきの羅近漢の思想について

「先生之学，以赤子良心」と表現されていることを考え

確に分析する能力はないが，当時の民衆に理解されやす

い俗語・俗字をつかって書かれている。

つぎに，「六諭桁義」にあらわれている思想について

考察を試承てゑよう。しかし，そのためには，この「六

諭行義」が成立したと考えられる明末・消初の思想的状

況について若干述べておく必要があるだろう。

先に述べたごとく，明代後期は従来のIiL甲制が，農村

における貨幣経済の展開と特権地主および貧農（{'11戸＝

小作磯）への階層分化によって，急激なスピードで解体

しつつあった。この現実を鋭く洞察しその矛盾にたい

して危機的な認識をいだいていたのが主陽明（1472-

1528)である。彼は農村におI'ﾅる社会的矛盾にたいして，

朱子学的な「外から」の道徳的教化の糸をもってして

は，そこにおける秩序を維持することは不可能であると

考え，むしろ民衆自身の道徳的自覚をうながすことによ

り，現実的諸矛盾の解決をはかろうとしたのである。そ

ため，彼は従来の郷村秩序を再編すぺ〈郷約を唱導し，

広めていく活動に着手した。この郷約というのは同郷の

人びとが，相互の利益をまもり，自治組織を運営してい

くために，ともに遵守すべ<定められた規約であり、宋

代の「Ｒ氏郷約」に起源をしっとされる。（この点につ

いては後にふたたびふれる｡）王陽明自身も「南鞍郷約」

をつくり，郷村における教化活動につとめた。だが，こ

こで忘れてはならないのは，王陽明がむしろ農民反乱に

たいしては徹底的な弾圧者であったということである。

つまり，彼は「良知」説をもって民衆の地平に立つ方向

を示してはいるが，その活動をみるかぎり，既成の封建

的郷村秩序関係を維持・強化することがその目的であっ

たとみなければならない。こうした陽明における「歴史

的限界」をのりこえようとしたのが，陽明没後分裂して

いった陽明学各派のうちの左派であった。その陽明学左

派の中核に位置するグループに泰山学派とよばれる一派

があった。この学派の特徴を一括して述ぺることは，そ

れぞれの思想が個性的であるために，かなり困難なこと

であり，またそれに対する評価も現在のところ日本・中

国ともそれぞれに一致するところをみないわけである

が，大ざっぱにまとめてみると，第一に，出身階1Wに関

しては一般庶民階級が多かったこと，第二に，その思想

に関しては，陽明における「良知」説の歴史的制約をの

りこえ，良知的人間の平等性・連帯性を展開するに至

り，社会的実践としてその普及をはかった学派であった

といえると思う。ところで，『明儒学案」では，この泰

山学派の項に，王心斎をはじめとする十八人の名があが
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そして，「孝行」の方法としては，

其孝行と云は，貧富貴賎は，をのづから不同あれば，

必しし父母の衣食を結構にせよと云にもあらず。ただ

分限相応に，父母の飽媛なるようにすべし。

その際，心得べき点として

さて第一に意得べき事は，いかほど父母の身を孝養す

とも，其心を安ぜずしては，大なる不孝といふくし。

この「孝行」も親が生きているうちにきちんとしなけれ

ば何の意味しないとする。そして，

今の世，やや孝心ありとゑゆる人も，犬かた妻をめと

り，子をもてる身となれば，眼前妻子の愛にひかれ

て，をのづから朝夕の勤めさへおこたるを，くやしと

だにも思はず゜

これが孝行の弱まっていく原因である。これでは問題で

あって，妻子より父母を大事にすることは当然のことで

ある，とする。そして，

烏の鳥さへ反''''１とて，親にく」め反すといふ事あり。

人として不孝なるは，人たる本心たえはて上，禽獣に

もおとりたるといふくし。ふかくおそるべき事なり。

と，しめくくっている。

次に「教訓子孫」の条目の内容だが、まず，

几在家には，子孫を重しとす。子孫人がらよければ，

家もおこり，人がらあしければ，家も衰ふ゜これみな

人のしる事なれば，大家小家ともに，誰か子孫のよき

をねかわざるべき。然るに子孫生まれなからにしてよ

きはまれなり。

と，教訓することの重要性をまず確認して，次にそれを

具体的に説明している。

其教訓の法は幼稚の時より，第一に父兄につかへ，尊

とく年たける者をぱ敬ふ道をしらしめ，起居は，必し

づかなるようにといましめ，人にまじはるには，無礼

なきょうにといましむくし。

ここで女子の教訓にもふれている。

さて女子は縫針の事を教るはいふに及ばず，ただ平生

柔和を本として，何事も穏便に真信なるやうにと教訓

すべし。然らば成長の後，人の家の婦仁なりても，勇

姑につかへ夫にしたがひ，下部の女までもなつけ

て，家内を和らげと上のへながく繁昌の福ともなり

ぬぺし。

ろと，少なくとも情初においては彼の思想のキーワード

として「良心」の語が使われていたことがわかる。

第二に，第六条「母作非為」の中につぎのような記述

が承られる。

聖賢ハ人二側隠ヲ教へ，佛祖ハ人二慈悲ヲ教へ神仙'、

人二陰購ヲ教ユ，儒釈道ノ三教総テコレ善念ノー理ナ

リｃ

ここにおいて示されている三教一致論は疑いなく陽明学

のものである。

以上の検討から，「六諭行義」の著者である萢鉱が陽

明学左派の流れをくむ人物であるとみることは，まだ推

則の域を出るものではないが，ほぼ明らかなことである

としてよいのではないだろうか。

第三章「六諭街義大意」の分析

Ａ・内容の分析

こんどは「六諭桁義大意」の内容をみていくわけであ

るが，はじめにその構成を少し述べておこう。「六諭桁

義大意」はまずはじめに鳩巣の和語による前文があり，

この書の由来と出版の目的が書かれている。その次に本

テキストが「六諭行義」と同じ順序で説明され，各テキ

ストの最後には原本にある詩をそのままのせている。そ

して最後に，同じく鳩巣による駁文が漢文で醤かれてい

る。

それでは「六諭行義大意」における同じ条目をみてい

こう。（｢六諭桁義」の分析のときと同じく本テキストの

記述順序にしたがう。なお，引用は原文のままである｡）

第一条「孝順父母」は，

凡世間にある人，貴きとなく賎きとなく，父母のうま

ざる人やある。されば父母は我身の出来し本なれば，

本をぱ忘るまじき事なり。

という書き出しではじまる。そして父母の愛と苦労につ

いては，

先十月の間，懐胎ありしより，母くるしむ。さて生れ

出て，幼稚のほどは，父母ともに昼夜顛難をいはず，

常にあらき風をもいとひて抱そだて，少も病有て煩は

しければ，神に祈り，医をもとめ，我身をもかわり度

Ⅶまどに恩ひ，た璽子の息災にして成長するを侍より外

は，何の願かはある。其子梢長なしくなれば，其ため

に師を撰び，芸をならはせ，よき人にもなれかしと恩

ひ，家をあおさむるほどになれば，縁をもとめ，婦を

むかへて，さかゆく末をこひねがう。
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ところが，現実には子どもに問題おきることも多い。

その原因は何か。

近代以来，父祖たる者，教訓の法をしらず，其子孫を

そだつるを見るに，た童眼前の愛に溺れて，一切の飲

食衣服、言語挙動まで，小児の気随にするをよしと

す。是によりて子孫たるもの，幼少より，一言のよき

話をきかず，－毛の好事を見ず，その習はし僻となれ

ば，放逸をの象好て，仮にも礼義の正しき事をしら

ず，たまたま学問をす上むといへど'１，，人たる道を教

へんとはせずして，ただ是を以て名利の媒とする故

に，其子係たとひ学文すと云ども，道理におゐて何を

力､自得すべき。我身の行ひにおゐて，何の益かあら

ん。

教訓せず，甘やかせて育ててしまう問題性を指適して

いる。女子の教訓についても同様の点にふれている。

又女子も，家にあるときに，教訓の法なく，気随にそ

だつ故にブナでに人に嫁しても，家を治る事かなはず

して，退出さるる者も世にそのためおほし。是必しし

子孫のとかにもあらず，そのかみ教訓の法にたがふか

故なり。

そして，子どもに問題がおきたとしても，それは子ども

の責任ではなく，親に責任があるというわけである。

しかれば親の慈悲にもそむくにあらずや，孔子も子を

￣愛せば,苦労させよと宜へり。尤さもあるべき事なり。

と，しめくくっている。

年の四月であった。それだけの時間をかけたがために，

現存版は，読丞やすく，理解しやすいものになってはい

るが，上に引用した原文テキストからも明らかなよう

に，重要な点に関しては原文に忠実であったということ

がみてとれる。

第三に，そのように基本的な部分に関しては原テキス

トに忠実であるとはいえ，かなりの枚数の制約があるた

め，「和訳」というよりも「六諭街義」のエッセンスだ

けをぬきとった，まさに「大意」の名が示すごとく，要

約的なものになっている。そして場合によっては全体的

なまとまりをもたせるための文脈のいれかえすらみられ

るのである。これには吉宗の政策的な意向が反映されて

いると承るのが妥当であろう。なぜなら，この密の出版

の目的は，政権の側から庶民に封建道徳を理解させ，徹

底させることにあったのであるから，庶民が容易に読

め，かつ理解できるレベルの文体と趾でなければ意味が

ないのである。『兼山秘策』に見る限りでは，鳩巣の吉

宗のこの方針に関するに理解には若干問題があるのでは

ないかと思われなくしない。

以上のような特徴をもつ「六諭桁義大意」であるが，

そこに読承とれる思想をつぎに検討していこう。

「六諭桁義大意」の成立した享保期，十八世紀初期は，

商品経済の発展によって，富裕地主と貧農層への両極分

解がはじまり，さらに商業資本の成長により，一般農民

への中間的収燕も強化され、幕府・諸藩財政の窮乏化が

すすんできた時期であった。こうした社会情勢のなか

で，徳川吉宗による幕藩体制立て直しの諸政策がおこな

われた。庶民教化もそのひとつであるが，これは年貢の

収納率の低下にたいして，従来のような権力的な収奪強

化策のみをもってしては限界があるために、むしろ庶民

のがわに封建的倫理を自覚させることによって，政権側

の意向に容易にそわしめるという目的をもったものであ

ると考えられる。であるとするならば，さきにみた中国

明末の社会的情勢と質的にパラレルであったこの時期

に，民衆という基盤のなかからではなく，政権の側から

｢六諭」の普及が試承られたということが，ここでもっ

とも爾要な点であろう。

ところで，やはりさきに述べたように，「六諭桁義」

は，中国においては陽明学左派の展開の中から生まれた

書であった。それにたいして，日本においては，朱子学

をl[統的イデオF､ギーとする徳川幕府の中枢から「六諭

行義大意」が生まれたのである。つまり，陽明学の文脈

のなかで生まれた「六諭行義」が朱子学の文脈のなか

に，いわば取り込まれたかたちになったわけである。こ

Ｂ，教育思想史上の位置づけ

以上が「六諭行義大意」の内容であるが，まず，その

特徴を簡単に述べておきたい。

第一に，「六諭行義」と同じく，強い危機意識をもっ

た内容である。これはのちに述べるが，当時の日本にお

ける社会的危機にたいする認識がするどく反映されてい

るためであろう。

第二に，基本的には原文に忠実であるということであ

る。享保六年（1721）七月十三日吉宗に和訳の命を受け

鳩巣が同年八月中旬提出した第一草稿は「上中下三冊に

書立紙数六七十丁程有之候」という大部のものであっ

た。この時点における草稿は現在していないので想像の

域を出ないが，「六諭術義」の原文にかなり忠実なもの

であったのではないだろうか。その後，吉宗にさらに

｢是より短く」，「一段を三枚位につめ」るよう命じられ，

現在するかたちの「六諭iii義大意」が出版されるのは翌
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係における「忠」と家族道徳である「拳」の問題があ

る。先にも述べたように，「六諭荷義」のテキストでは，

この杏が民衆を基盤として生まれたものであり，中国儒

教史においては一般に「忠」よりも「孝」が重視されて

いたことを考えると，「忠」に関する記述が象られない

のは当然であろう。ところが，「六諭行義大意」におい

てはその第二条目「尊敬長上」のなかで，

いかなるかこれ礼義ぞといへぱ，主従上下の差別をた

て，としたかなる人と，若き人との次第を承だらぬ事

なり。就中主従は，重きことなれども，主人に対して

無礼なるは，世上にゆるさぬ事故に，末々までも，主

従の間は，をのづから礼義を存するぞかし。されば主

人を尊敬するは，人のふなしる事なれば，今更髪にい

ふに及ばず。

と，はっきり主従の間の礼，すなわち「忠」が登場して

くるのである。ここに封建的君臣関係をささえるイデオ

ロギーとしての朱子学という，日本朱子学に特徴的な要

素が入ってきているのがぷてとれる。

こに明らかな矛盾が生じないわけにはいかないと考える

のが自然であろう。ところが，実際にはそこになんらの

矛盾が生じることもなく，成立以降多くの幕府・各藩の

政策担当者の支持を得，ひろく普及するところとなった

のである。

もちろん，中国の朱子学派においてもけっして庶民教

化が軽視されていたわけではない。それどころかむしろ

朱子学においてはそれを積極的に推し進めようという方

向すら承られたのである。郷約も陽明学派になって強調

されたものの同学派にオリジナルなものではなく，朱子

自身も「呂氏郷約」を広めようとした。この点に関して

いえば，朱子と王陽明は一致しているという見解もあ
る。

こう考えてくると，正統化イデオロギーを朱子学に求

めた徳川政権がその思意的背景から，政治的目的達成の

ために庶民教化を取り入れたとしてもなんら矛盾するも

のではないわけである。だが，筆者がここで取り上げて

いる「六諭行義」が，中国においては陽明学左派の展開

のなかから出てきたものであり，そしてその和訳をおこ

なったのが正統派的朱子学者である室鳩巣であったこと

を考えるならば，そこになんらかの矛盾が生じないわけ

にはいかないだろうと考えるのである。

この問題については，まず，和訳者である室鴻巣が

｢六諭桁義大意」の出版目的をどのようにとらえていた

かということからゑていこう。序文において彼は「その

書厘俗浅近の語を用て，善をすすめ，悪をいましtfるこ

と偏に親切なり。あまねく世に流布して，人の教誠にも

たれかし」と「六諭荷義」をとらえ，それが和訳され，

出版されることによって，「いやしき綱戸の民，もとよ

り漢土の文字さへ見習はねば，此書をよゑて，其意をし

る事かたかるべし」と述べている。ここには，いわば

｢外から」の封建的倫理を庶民の側に与えるという方向

性しか承られないように思える。つまり，陽明学的な，

民衆における「良知」の自覚といった要素は本文テキス

トからはまったくよみとれない。だがこれは鳩巣の思想

的立場からすれば当然のことといえよう。

もう一つふれておかなければならない問題に，主従関

以上のことから結論を出すとすれば，この「六諭行義

大意」は,陽明学的要素の朱子学的文脈への「取り込承」

において，まさに思想的変容をとげた書であると考えて

よいであろう。この場合の変容とは，陽明学的要素の完

全な排除であり，正統化イデオロギーのための道具とし

ての再編成であった。この変容の過程は，日本における

外国文化（とりわけ中国文化）の受容形態の典型的な－

面を示していると同時に，特殊性をも示していると考え

られる。そして、日本における教育思想の受容史におけ

る典型性（共通性）と特殊性を論じることは，中国，朝

鮮を含む東アジア世界のなかでの日本の歴史的位置を考

えることへと発展していくであろう。ともあれ，さまざ

まな課題を残しつつも，これで小論をしめくくることに

したい。

(注）拙稿「六諭桁義大意前史一六歌行義の成立と，そ

の日本伝来について－」（『社会学研究科紀要』第

２４号，1984）


